
 

 

遊泳用プールの設備基準 

１ プール設備 

⑴ プール本体について 

不浸透性材料を用い，給排水及び清掃が容易にでき，かつ，周囲から汚水が流入しない構造設備とする

こと。 

また，プール本体の規模に応じて，適当数の水深表示を行うこと。 

⑵ プールサイド及び通路 

プールサイドは，プール本体の大きさ，利用者数等を考慮して，十分な広さを有すること。不浸透性材

料を用い，かつ，水際の部分は滑り止めの構造とすること。 

通路は，不浸透性材料を用い，かつ，滑り止めの構造とすること。 

⑶ 給水設備 

給水管が飲料水の配管と同系統の場合は，プール水の逆流防止のため，吐水口空間を設ける等の措置を

講ずること。また，常に新規補給水量及び時間当たりの循環水量を把握できるよう，専用の量水器等を設

けること。 

⑷ 排水設備 

排水口及び循環水の取入口には，堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ，ボルト等で固定させる（蓋の重

量のみによる固定は不可）とともに，遊泳者等の吸い込みを防止するための金具等を設置すること。また，

蓋等を固定する場合には，触診，打診等により，蓋等の欠損・変形，ボルト等の固定部品の欠落・変形等

がないかを確認し，必要に応じて交換する等の措置を講ずること。 

なお，排水設備は排水路を含め，周辺の生活環境に十分配慮した構造とすること。  

⑸ 消毒設備 

ア プール水の消毒は，原則として塩素又は塩素剤等の消毒剤の連続注入によるものとし，かつ，プール

水中の遊離残留塩素濃度（二酸化塩素を消毒に用いる場合は二酸化塩素濃度。以下同じ。）が均一にな

るように，注入口数及び注入位置を調整するとともに，有効な消毒効果が得られるような設備を設ける

こと。なお，液体塩素等の消毒剤を安全に保管でき，かつ，これによる危害の発生を防止できる構造設

備とすること。 

イ  二酸化塩素を消毒に用いる場合は，プールの敷地内に設置された装置から発生する二酸化塩素を連続

注入する方式のものを使用すること。 

ウ オゾン発生装置については，オゾン注入位置がろ過器又は活性炭吸着装置の前にある方式のものを使

用すること。 

⑹ 浄化設備 

循環ろ過方式等の浄化設備を設けるとともに，利用者のピーク時においても浄化の目的が達せられるよ

うに，随時，浄化能力を確認すること。 

なお，取水口等はできるだけプール水の水質が均一になるような位置に設けること。 

ア  循環ろ過装置の処理水量は，計画遊泳者数，用途等に応じて決定し，１時間につきプール本体の水の

容量に循環水量を加えた全容量の６分の１以上を処理する能力を有すること。また，夜間，浄化設備を

停止するプールにあっては，１時間につき４分の１以上を処理する能力を有すること。ただし，高度処

理を付加した浄化設備によりプール本体の水が別表第２のプールの水質基準を満たす場合には，この限

りでない。なお，「高度処理」とは，オゾン処理，紫外線処理，膜処理，活性炭処理，触媒酸化処理を



 

 

いう。 

イ  循環ろ過装置の処理水質は，その出口における濁度が，0.5度以下であること（0.1度以下が望ましい

こと。）。また，循環ろ過装置の出口に検査のための採水栓又は測定装置を設けること。 

⑺ オーバーフロー水再利用設備 

オーバーフロー水を再利用する場合は，オーバーフロー水に排水，床洗浄水等の汚水が混入しない構造

とすること。 

唾液やたんを処理するためのオーバーフロー溝を設けている場合であって，オーバーフロー水を再利用

するときは，当該オーバーフロー水の循環系統内に十分な能力を有する専用の浄化設備を設けること。 

⑻ プールサイド等の区画区分 

複数のプールが設置されている等により，多様な年齢層による利用や多様な利用形態が見込まれる場合

は，事故防止のため，プールサイド等を利用形態等に応じて区画区分できる構造であること。 

⑼ 適用除外 

海水又は温泉水を原水として利用するプールであって，常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことがで

きる構造である場合は，(5)及び(6)に揚げる基準の一部を適用しなくても差し支えないこと。 

 

２ 附帯設備 

⑴ 更衣室 

男女を区別し，双方及び外部から見透かせない構造とするほか，利用者の衣類等を安全かつ衛生的に保

管できる設備を設けること。 

⑵ シャワー設備 

更衣室及び便所からプール本体に至る途中に設置し，通過式洗浄設備とする等によりプールの利用者が

遊泳前に洗浄でき，かつ，容易に排水ができる構造設備とすること。また，洗浄に使用したシャワー水は，

原則として，プール水として再利用する構造としないこと。 

⑶ 便所 

男女別に利用者数に応じた十分な数を設置すること。床には不浸透性材料を用い，かつ，水洗式の構造

設備とすること。また，衛生的管理が容易に行える構造設備とし，専用の手洗いを設けること。 

⑷ うがい設備並びに洗面設備，洗眼設備及び上がり用シャワー 

プールサイドに，うがいができ，遊泳者が唾液やたんを吐くための設備を設けること。また，洗面・洗

眼できる設備及び遊泳者が衛生的に使用できる上がりシャワーを設けること。 

これらは，衛生的な管理ができ，かつ，衛生的に使用できる設備とするとともに，遊泳者及び遊泳終了

者の利用に便利な位置に必要数を設置すること。また，飲用に適する水が供給されるものであること。 

⑸ くずかご 

適当な場所に十分な数を備えること。 

⑹ 照明設備 

屋内プール又は夜間使用する屋外プールにあっては，水面及びプールサイドの照度が100ルクス以上に

なるような照明設備を設けること。ただし，水中照明を設けたり，出入口や水深等の表示，附帯設備が見

えるようにする等プール内及びプールサイドの管理が十分できるように講じられている場合は，水面又は

プールサイドの照度が100ルクス未満となっても差し支えないこと。 

⑺ 換気設備 



 

 

屋内プールにあっては，二酸化炭素の含有率を0.1パーセント以下に維持できる能力を有する換気のた

めの設備を設けること。また，効果的な換気ができるよう，吸気の取入口及び排気口の位置についても適

切な配慮をすること。 

⑻ 消毒剤等保管管理設備 

プールの維持管理に用いる消毒剤や測定機器等必要な資材を適切に保管管理するための設備を設ける

こと。施錠可能な設備が望ましい。 

⑼ 監視所等 

プールの安全確保，事故防止，遊泳者指導等のため，プールの水域全体が見渡せる監視所又は監視設備

を設けること。また，緊急時に直ちに対処できるよう，適当な数の救命具，救急薬品等を備えること。 

⑽ 採暖室及び採暖槽 

採暖室及び採暖槽を設ける場合は，衛生的な管理ができ，かつ，衛生的に使用できる構造設備とするこ

と。 

⑾ 遊技等設備 

遊技等のための設備を設ける場合は，危険防止上，適切な構造設備のものとすること。 

⑿ 観覧席 

観覧席を設ける場合は，その出入口をプール利用者のためのものと区別し，かつ，プールサイドとは，

さく等で区画すること。 

⒀ 掲示設備 

利用者の注意事項，利用時間，プールの見取り図等を掲示する設備を，入口その他遊泳者の見やすい場

所に設けること。 


